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「
授
刀
」
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一
　
授
刀
の
訓
義
に
つ
い
て

　
『
続
日
本
紀
』
（
以
下
『
続
紀
』
と
略
記
）
慶
雲
四
年
七
月
丙
辰
条
に
初
見
す
る
「
授
刀
舎
人
寮
」
に
つ
い
て
は
笹
山
晴
生
氏
等
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
↓

っ
て
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
来
た
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
＝
の
補
注
4
1
七
「
授
刀
舎
人
寮
」
は
そ
の
成
果
を
踏
ま

え
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ま
、
そ
れ
を
左
に
引
用
し
て
み
よ
う
。



古代史雑考二題（黛）

　
授
刀
舎
人
寮
は
授
刀
舎
人
を
管
轄
す
る
官
司
で
、
「
授
刀
寮
」
（
養
老
五
年
十
二
月
条
ほ
か
）
と
も
い
う
。
「
帯
剣
寮
」
（
和
銅
元
年
三

月
条
）
・
「
帯
剣
舎
人
」
（
同
四
年
十
月
条
）
も
、
和
訓
が
同
じ
「
タ
チ
ハ
キ
ノ
ト
ネ
リ
（
ノ
ツ
カ
サ
）
」
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
同
一
の

官
司
お
よ
び
舎
人
で
あ
ろ
う
。
寮
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
類
似
の
舎
人
を
管
轄
す
る
左
右
大
舎
人
寮
や
左
右
兵
衛
府
（
大
寮
相
当
）
と

の
関
係
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
授
刀
舎
人
は
、
内
舎
人
・
兵
衛
と
同
様
、
帯
刀
し
て
禁
中
の
宿
衛
に
あ
た
を
の
を
任
務
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
元
明

即
位
直
後
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
と
く
に
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
恐
ら
く
は
当
時
皇
位
継
承
の
予
定
者
と
さ
れ
て
い
た
首

皇
子
の
地
位
を
擁
護
す
る
と
い
う
目
的
を
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
（
林
陸
朗
「
皇
位
継
承
と
親
衛
隊
」
『
上
代
政
治

社
会
の
研
究
』
、
笹
山
晴
生
「
授
刀
舎
人
補
考
」
『
日
本
古
代
衛
府
制
度
の
研
究
』
）
。
養
老
四
年
入
月
、
右
大
臣
藤
原
不
比
等
の
死
の
直

後
、
新
田
部
親
王
が
「
知
五
衛
及
授
刀
含
人
事
」
に
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
同
六
年
二
月
当
時
、
従
三
位
の
地
位
に
あ
っ
た
藤

原
房
前
が
授
刀
寮
の
長
官
（
頭
）
で
あ
っ
た
こ
と
（
衣
服
令
5
集
解
所
引
同
月
二
十
三
日
格
）
な
ど
は
、
授
刀
舎
人
寮
が
宮
廷
武
力
と
し

て
い
か
に
重
視
さ
れ
て
い
た
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
日
の
格
で
、
房
前
が
王
臣
の
位
袋
の
停
止
に
つ
い
て
意
見
を
上
っ
て

い
る
こ
と
は
、
授
刀
寮
が
官
人
の
衣
服
な
ど
宮
中
の
風
儀
の
取
締
り
に
も
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
、
ま
た
神
亀
四
年
正

月
、
侍
従
侍
衛
の
任
を
怠
っ
た
官
人
を
授
刀
寮
に
散
禁
し
た
こ
と
（
万
葉
九
四
入
・
九
四
九
左
注
）
や
、
同
年
九
月
、
天
皇
の
山
村
遊

猟
の
お
り
、
追
わ
れ
た
鹿
を
食
べ
た
百
姓
男
女
を
授
刀
寮
に
禁
じ
た
こ
と
（
霊
異
記
上
－
三
十
二
）
な
ど
は
、
当
時
の
授
刀
寮
が
、
宮

廷
に
お
け
る
規
律
違
反
者
の
拘
禁
な
ど
、
警
察
的
任
務
に
も
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
授
刀
寮
・
授
刀
舎
人
寮
の
称
は
、
続
紀
神
亀
四
年
十
月
甲
戌
条
を
最
後
に
以
後
し
ば
ら
く
史
料
に
見
え
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
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古代史雑考二題（黛）

は
、
翌
神
亀
五
年
七
月
（
続
紀
が
入
月
に
係
け
る
の
は
誤
り
）
に
設
け
ら
れ
た
中
衛
府
が
、
授
刀
寮
を
改
編
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
推

測
さ
せ
る
。
恐
ら
く
、
神
亀
元
年
に
首
皇
子
が
聖
武
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
の
に
と
も
な
い
、
そ
の
側
近
警
衛
の
任
に
あ
っ
た
授
刀

舎
人
を
基
盤
と
し
て
新
た
な
衛
府
を
編
成
し
、
旧
来
の
五
衛
府
に
ま
さ
る
地
位
と
権
力
と
を
そ
れ
に
付
与
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
後
、
天
平
十
入
年
二
月
に
い
た
り
騎
含
人
を
改
め
て
授
刀
舎
人
が
再
置
さ
れ
る
が
、
こ
の
い
わ
ば
第
二
次
の
授
刀
舎
人

も
、
続
紀
神
護
景
雲
三
年
十
月
条
の
宣
命
の
文
言
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
恐
ら
く
当
時
の
皇
太
子
阿
倍
内
親
王
の
地
位
を
擁
護
す
る

目
的
を
も
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
（
笹
山
晴
生
「
中
衛
府
の
研
究
」
『
日
本
古
代
衛
府
制
度
の
研
究
』
、
前
掲
「
授
刀
含
人
補
考
」
）
。
こ
の

第
二
次
授
刀
舎
人
は
、
聖
武
上
皇
の
死
後
、
天
平
宝
字
三
年
十
二
月
授
刀
衛
に
編
成
さ
れ
、
さ
ら
に
天
平
神
護
元
年
二
月
、
近
衛
府

へ
と
発
展
す
る
。

　
右
は
簡
に
し
て
要
を
得
た
も
の
で
、
筆
者
は
こ
れ
に
加
う
べ
き
何
物
を
も
持
ち
合
わ
せ
な
い
が
、
唯
一
箇
所
気
掛
な
所
が
あ
る
。

そ
れ
は
、

　
「
帯
剣
寮
」
（
和
銅
元
年
三
月
条
）
・
「
帯
剣
舎
人
」
（
同
四
年
十
月
条
）
も
和
訓
が
同
じ
「
タ
チ
ハ
キ
ノ
ト
ネ
リ
（
ノ
ツ
カ
サ
）
」
と
み
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
同
一
の
官
司
お
よ
び
舎
人
で
あ
ろ
う
。

　
と
い
う
所
で
あ
る
。

　
「
帯
剣
」
を
「
タ
チ
ハ
キ
」
と
訓
む
の
は
当
然
と
し
て
も
、
「
授
刀
」
を
何
故
「
タ
チ
ハ
キ
」
と
訓
む
の
か
、
そ
う
訓
め
る
の
か
、

そ
の
理
由
が
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
緑
令
義
解
兵
衛
条
の
注
文
「
授
刀
舎
人
」
に
「
タ
チ
ハ
キ
ノ
ト
ネ
リ
」
の
傍
訓
が
見
え
る
か

ら
、
中
世
以
来
そ
う
訓
ま
れ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
今
日
の
註
釈
書
・
辞
典
類
も
一
様
に
「
タ
チ
ハ
キ
ノ
ト
ネ
リ
」
と
訓
ん
で
い
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古代史雑考二題（黛）

る
。　

し
か
し
、
「
授
刀
」
は
「
タ
チ
ヲ
サ
ヅ
ク
」
「
サ
ヅ
ク
ル
タ
チ
」
と
は
訓
め
て
も
「
タ
チ
ハ
キ
」
と
は
訓
め
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
強
い
て
言
え
ば
、
「
（
サ
ヅ
ク
ル
）
タ
チ
（
ヲ
）
ハ
キ
（
タ
ル
）
」
と
い
う
こ
と
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
如
何
に
も
苦
し
い

解
釈
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
「
授
刀
」
の
字
義
か
ら
更
め
て
考
え
て
み
よ
う
。
『
広
辞
苑
』
に
よ
れ
ば
、

　
さ
ず
く
舛
ヅ
〔
授
く
〕
〔
他
下
二
〕
①
目
上
の
者
か
ら
目
下
の
者
に
与
え
る
。
取
ら
す
。

　
と
あ
る
。
授
刀
舎
人
寮
が
元
明
天
皇
即
位
の
四
日
後
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
皇
統
擁
護
の
目
的
を
も
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ

と
は
、
前
掲
補
註
に
も
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
刀
を
授
」
け
る
主
体
は
（
元
明
）
天
皇
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
天
皇
の

身
辺
の
警
衛
．
禁
中
の
宿
衛
で
あ
ろ
う
。
授
刀
舎
人
は
天
皇
か
ら
授
け
ら
れ
た
刀
を
身
に
帯
び
て
、
そ
の
任
務
に
就
い
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
帯
剣
舎
人
と
授
刀
舎
人
の
違
い
は
、
そ
の
侃
用
す
る
刀
剣
が
、
前
者
は
自
弁
、
後
者
は
天
皇
の
名
に
お
け
る
官
給
で
あ
っ
た

点
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
て
後
老
に
対
す
る
天
皇
の
信
任
の
厚
い
こ
と
を
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
授
刀
舎
人
は

天
皇
か
ら
授
け
ら
れ
た
刀
を
も
っ
て
天
皇
の
身
辺
を
警
衛
し
、
禁
中
を
宿
衛
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
、
且
義
務
付
け
ら
れ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、
古
典
に
見
え
る
「
授
」
の
用
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
『
日
本
書
紀
』
に
は
以
下
の
例
が
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ね

ω
願
爲
レ
我
斌
二
天
皇
一
。
伍
取
ニ
ヒ
首
一
、
授
二
皇
后
一
。
（
垂
仁
紀
四
年
九
月
条
）

②
（
景
行
）
天
皇
持
二
斧
鍼
一
以
授
二
日
本
武
尊
｝
。
（
景
行
紀
四
十
年
七
月
条
）

⑧
於
レ
是
倭
姫
命
取
二
草
薙
劔
一
授
二
日
本
武
尊
一
日
、
慎
之
莫
レ
怠
也
（
同
十
月
条
）
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古代史雑考二題（黛）

㈲
遣
二
平
群
木
菟
宿
称
。
的
戸
田
宿
称
於
加
羅
二
、
伍
授
二
精
兵
一
日
。
…
，
，
，
汝
等
急
往
之
撃
二
新
羅
一
（
応
神
紀
＋
六
年
入
月
条
）

㈲
（
継
体
）
天
皇
親
操
二
斧
鍼
一
、
授
二
（
物
部
免
鹿
火
）
大
連
一
日
、
長
門
以
東
朕
制
レ
之
。
筑
紫
以
西
汝
制
レ
之
（
継
体
紀
二
十
一
年
八
月

　
条
）

⑥
来
目
皇
子
爲
下
撃
二
新
羅
二
將
軍
上
。
授
二
諸
神
部
及
国
造
伴
造
等
井
軍
衆
二
万
五
千
人
一
（
推
古
紀
十
年
二
月
条
）

ω
笈
（
天
武
）
天
皇
誉
日
、
…
－
－
－
－
因
賜
二
鞍
馬
一
。
悉
授
二
軍
事
一
。
（
天
武
紀
元
年
六
月
条
）

⑧
近
江
將
軍
羽
田
公
矢
国
、
其
子
大
人
等
率
二
己
族
一
来
降
。
因
授
二
斧
銀
一
、
拝
二
將
軍
一
（
同
七
月
条
）

⑨
以
二
浄
広
騨
河
内
王
一
拝
二
筑
紫
大
宰
帥
一
、
授
二
兵
杖
一
及
賜
レ
物
、
（
持
統
紀
三
年
閏
入
月
条
）

　
以
上
の
諸
例
で
、
授
け
ら
れ
る
も
の
は
e
武
器
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
（
－
n
乙
3
「
D
8
9
）
口
軍
隊
ま
は
た
軍
事
に
関
す
る
も

の
（
4
ハ
0
7
・
）
に
大
別
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ら
を
授
け
ら
れ
た
人
が
、
授
け
ら
れ
た
物
（
⑦
の
軍
事
は
物
で
は
な
い
が
）
を
使
っ

て
一
定
の
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
又
は
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
共
通
点
が
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。
『
日
本

書
紀
』
に
は
、
右
の
他
に
冠
位
を
「
授
」
け
る
記
事
が
五
十
例
余
り
見
え
る
。

　
そ
れ
ら
の
諸
例
を
通
観
す
る
と
「
授
け
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
授
与
者
と
被
授
者
と
の
間
に
授
与
物
を
介
し
て
一
種
の
契
約
関
係

が
取
り
結
ば
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
右
の
⑧
で
、
羽
田
公
矢
国
は
大
海
人
皇
子

（
天
武
天
皇
）
か
ら
斧
鍼
を
授
け
ら
れ
た
と
い
う
。
斧
銀
は
後
の
節
刀
に
相
当
し
、
將
軍
の
部
下
に
対
す
る
断
決
権
の
象
徴
で
あ
る
。

矢
国
は
將
軍
と
し
て
部
下
に
対
す
る
全
権
を
委
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
矢
国
は
そ
の
強
大
な
軍
事
指
揮
権
を
行
使
し
て
近

江
朝
廷
を
撃
滅
す
る
責
務
を
大
海
人
皇
子
に
対
し
て
負
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
右
の
諸
例
の
「
授
」
は
、
そ
の
ど
れ
も
が
、
授
与
者
と
被
授
者
と
の
問
に
授
与
物
を
介
し
て
一
種
の
契
約
が
取
り
交
わ
さ
れ
た
と
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古代史雑考二題（黛）

見
て
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
な
ら
、
先
述
の
冠
位
を
授
け
る
と
い
う
用
法
も
容
易
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

天
皇
は
官
人
・
貴
族
に
冠
位
を
授
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
皇
に
対
す
る
忠
勤
を
期
待
し
、
忠
誠
を
義
務
付
け
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
『
古
事
記
』
に
於
け
る
「
授
」
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。

　
ω
其
妻
須
勢
理
毘
売
命
以
二
蛇
比
礼
一
授
二
其
夫
一
云
。
…
－
－
－
宜
授
二
呉
公
・
蜂
之
比
礼
一
教
如
レ
先
。
（
上
巻
）

　
②
如
レ
此
令
二
惚
苦
一
云
授
二
塩
盈
珠
塩
乾
珠
井
両
箇
一
（
上
巻
）

　
㈲
爾
沙
本
毘
古
革
…
，
，
－
作
二
入
塩
折
之
紐
小
刀
、
授
二
其
妹
　
日
下
以
二
此
小
刀
｝
刺
中
殺
天
皇
之
寝
上
。
（
中
巻
）

　
ω
品
太
天
皇
五
世
孫
衰
本
将
命
自
二
近
淡
海
国
一
令
二
上
坐
一
而
A
ロ
レ
於
二
手
白
髪
命
、
一
授
二
奉
天
下
一
也
。
（
下
巻
）

　
『
古
事
記
』
の
用
例
は
多
く
は
な
い
が
、
ω
は
須
勢
理
毘
売
が
そ
の
夫
大
国
主
命
に
蛇
・
呉
公
の
害
を
菟
れ
る
た
め
に
振
る
こ
と

を
期
待
し
て
比
礼
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
②
は
火
照
命
（
海
幸
）
を
悩
ま
す
こ
と
を
期
待
し
て
海
神
が
火
遠
理
命
（
山
幸
）
に
二
つ
の
珠

を
与
え
る
の
で
あ
る
。
㈲
は
先
掲
『
書
紀
』
の
①
と
同
じ
で
あ
る
。
㈲
は
衷
本
将
命
に
天
下
を
授
け
た
と
い
う
。
誰
が
授
け
た
か
明

記
し
な
い
が
、
『
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
大
伴
金
村
等
群
臣
の
議
に
よ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
も
震
本
仔
命
に
天
皇
と
な
っ
て
天
下
を
立

派
に
治
め
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
願
望
が
篭
め
ら
れ
て
い
る
。
天
皇
と
群
臣
の
間
に
は
暗
黙
の
中
に
こ
う
し
た
契
約
が
交
わ
さ
れ

た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、
記
紀
と
同
時
代
の
史
料
と
し
て
『
続
日
本
紀
』
に
引
か
れ
る
宣
命
か
ら
「
授
」
の
用
例
を
拾
っ
て
み
よ
う
。
（
国
は
宣

命
の
番
号
。
北
川
和
秀
編
「
続
日
本
紀
宣
命
校
本
・
総
索
引
」
に
よ
る
）

　
先
ず
、
授
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、

e
食
国
天
下
之
業
團
　
天
津
日
嗣
高
御
座
之
業
國
　
天
津
日
嗣
高
御
座
之
業
食
国
天
下
之
政
［
回
　
天
下
國
　
帝
乃
位
囮
　
此
位
圖
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口
皇
后
位
囮

ω
法
王
乃
位
囮
　
太
政
大
臣
輝
師
能
位
囮
　
大
臣
輝
師
止
位
囲
　
法
臣
位
・
法
参
議
圓

四
太
政
大
臣
之
位
［
國
　
左
大
臣
乃
位
圓
　
右
大
臣
之
官
囮
　
太
師
乃
官
圖
　
右
大
臣
之
位
囮

　
此
官
（
太
師
）
囮
　
其
官
（
太
政
大
臣
）
囮

㈲
刀
囮

　
さ
て
、
e
は
天
皇
が
新
た
に
即
位
し
て
天
下
を
治
め
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
皇
租
（
前
帝
を
も
含
む
）
が
新
帝
に
国
家
の
統

治
を
委
ね
る
こ
と
で
あ
り
、
新
帝
は
そ
の
委
任
に
応
え
て
国
家
を
平
穏
無
事
に
大
過
な
く
統
治
す
る
責
務
を
負
う
の
で
あ
る
。
皇
位

は
皇
祀
の
神
々
と
天
皇
と
の
、
か
か
る
契
約
に
基
づ
く
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
り
へ
　
ま
つ
り
ご
と

　
口
の
「
皇
后
位
」
は
天
皇
が
授
け
る
も
の
で
、
そ
の
場
合
で
も
「
皇
后
位
」
を
授
け
ら
れ
た
女
性
は
皇
后
と
し
て
後
方
の
政
を

執
っ
て
天
皇
を
扶
け
る
義
務
（
内
助
の
功
）
が
あ
る
。
彼
女
は
皇
后
位
と
共
に
そ
の
責
務
を
負
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
（
4
）

　
日
は
僧
侶
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
、
法
王
は
道
鏡
に
与
え
ら
れ
た
政
治
的
地
位
、
太
政
大
臣
輝
師
・
大
臣
暉
師
は
同
人
に
与
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

れ
た
令
外
官
、
法
臣
・
法
参
議
は
彼
の
腹
心
円
興
・
基
真
に
与
え
ら
れ
た
令
外
官
で
あ
る
。

　
四
は
大
臣
の
官
・
大
臣
の
位
　
㈲
は
唯
一
刀
剣
と
い
う
武
器
で
あ
り
、
本
稿
の
テ
ー
マ
「
授
刀
」
と
か
か
わ
る
。

　
以
上
、
『
続
紀
』
宣
命
に
お
け
る
「
授
」
の
用
例
を
ま
と
め
る
と
、
授
け
ら
れ
る
も
の
は
e
皇
位
、
口
后
位
、
日
法
王
位
・
法
臣
・

法
参
議
㈹
、
四
大
臣
官
、
大
臣
位
、
㈲
刀

　
と
な
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
「
官
ヲ
授
ク
」
と
い
う
用
例
で
あ
る
（
囮
図
圓
）
。
律
令
用
語
と
し
て
は
「
授
位
任
官
」
が
一

般
的
で
あ
る
。
「
授
官
」
の
語
、
用
例
は
殆
ど
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
か
、
宣
命
で
官
を
授
け
る
と
い
う
場
合
多
く
「
官
名
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十
之
位
」
と
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
大
臣
に
任
ず
る
こ
と
を
大
臣
の
地
位
を
与
え
る
と
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
授
」
と
い
う
行
為
は
、
授
与
者
が
授
与
物
を
媒
介
と
し
て
被
授
者
に
或
る
種
の
義
務
・
責
務
を
負
わ
せ
る

こ
と
な
の
で
あ
る
。
「
授
刀
舎
人
」
も
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
で
は
、
そ
の
訓
み
は
如
何
。
「
タ
チ
ハ
キ
ノ
ト
ネ
リ
」
と
訓
む
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
て
お
い
た
が
、
も
し
「
授
刀
」
を
「
タ
チ
ハ

キ
」
と
訓
む
な
ら
「
授
刀
衛
」
も
「
タ
チ
ハ
キ
エ
イ
」
な
ど
と
訓
む
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』
で

は
「
じ
ゅ
た
う
ゑ
」
と
訓
ん
で
い
る
。
「
授
刀
舎
人
」
は
「
ジ
ュ
タ
ウ
ノ
ト
ネ
リ
」
と
言
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
以
上
、
こ
の
節
で
は
「
授
刀
」
は
「
タ
チ
ハ
キ
」
と
は
訓
み
難
い
こ
と
、
「
授
」
に
は
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
り
、
「
授
刀
舎
人
」

が
特
殊
な
舎
入
と
し
て
重
視
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

一8一

二
　
授
位
と
任
官

　
「
授
位
任
官
」
「
任
授
官
位
」
等
の
語
は
選
叙
・
公
式
令
に
見
え
る
が
、
「
授
官
」
「
任
位
」
の
語
は
令
に
見
え
な
い
。
位
階
に
職
掌

は
伴
わ
な
い
か
ら
「
任
位
」
の
語
が
な
い
の
は
当
然
だ
が
、
「
授
官
」
の
語
が
見
え
な
い
の
は
如
何
な
る
理
由
で
あ
ろ
う
か
。
「
授
」

の
意
義
を
前
節
の
如
く
考
え
れ
ば
「
授
官
」
の
語
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
で
は
『
賦
役
令
集

解
』
春
季
条
所
引
「
古
記
」
に
「
即
孝
義
人
身
死
。
子
孫
不
レ
住
。
與
下
得
二
孝
義
一
人
上
同
籍
及
義
門
分
異
者
並
不
レ
在
二
兎
限
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
む

依
レ
令
授
レ
官
応
レ
冤
二
課
役
一
。
」
と
あ
る
の
と
『
日
本
書
紀
』
顕
宗
元
年
四
月
丁
未
条
に
「
詔
日
、
凡
人
主
之
所
二
以
勧
一
レ
民
者
、

　
ロ
　
　
　
　
む

惟
授
レ
官
也
」
と
あ
る
の
と
二
例
に
過
ぎ
な
い
。
「
授
」
が
或
る
義
務
を
伴
な
っ
て
与
え
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
官
こ
そ
ま
さ
に
「
授
」
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け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
「
授
官
」
の
用
例
が
殆
ど
見
当
ら
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
、
「
授
」
の
本
来
の
意
味
「
目
上
の
者
か
ら
目
下
の
者
に
与
え
る
」
に
立
返
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
位
階
と
は
官
人
・
貴
族
の
、
天
皇
と
の
距
離
を
示
す
身
分
標
識
で
あ
る
。
こ
こ
に
從
五
位
下
の
官
人
が
從
五
位
上
に
昇
叙
し
た
と

す
る
と
、
彼
は
新
に
從
五
位
上
の
位
記
を
授
け
ら
れ
る
が
、
從
五
位
下
の
位
記
は
そ
の
ま
ま
永
く
手
許
に
保
有
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の

位
記
は
贈
罪
に
充
て
ら
れ
る
等
の
事
故
が
な
い
限
り
永
久
に
彼
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
同
時
に
同
位
の
官
人
が
複
数
い
て
も
差
支

え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
位
階
こ
そ
官
人
個
人
に
授
け
る
、
即
ち
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
官
職
は
ど
う
か
。
官
職
に
は
定
員
が
あ
り
、
任
期
も
あ
る
。
一
人
の
官
人
が
一
つ
の
官
職
に
何
時
迄
も
止
ま
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
官
人
は
任
期
を
限
っ
て
官
職
を
委
任
さ
れ
る
の
で
あ
n
・
、
任
期
が
尽
き
れ
ば
そ
の
官
職
を
去
ら
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
こ
の
よ
う
な
本
質
を
も
つ
官
は
官
人
個
人
に
与
え
ら
れ
る
位
階
と
は
違
っ
て
、
本
来
授
け
る
、
即
ち
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、

委
任
す
る
。
即
ち
統
治
者
と
し
て
の
天
皇
が
官
人
に
一
時
的
に
（
期
限
を
き
っ
て
）
委
ね
る
（
ー
－
よ
さ
す
）
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
授
位
」

が
多
用
さ
れ
る
の
に
対
し
て
「
授
官
」
の
例
が
殆
ど
見
当
ら
な
い
の
は
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
と
推
考
す
る
。

　
次
に
、
「
授
」
は
或
る
義
務
と
抱
き
合
せ
に
或
る
も
の
を
与
え
る
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
「
授
位
」
は
何
を
義
務
付
け
る
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
位
は
官
と
違
っ
て
具
体
的
職
掌
は
何
も
な
い
。
位
階
は
天
皇
か
ら
与
え
ら
れ
る
身
分
標
識
で
あ
り
、
官
人
は
持
て
る
位
階
に

相
当
す
る
官
職
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
有
位
者
は
官
職
の
有
無
を
問
わ
ず
、
授
位
者
た
る
天
皇
に
忠
誠
を
尽
す
義
務
が
あ
る
。
（
位
田
・

位
豫
・
位
封
等
の
優
遇
に
対
し
て
）

　
こ
の
よ
う
に
、
位
階
は
個
入
の
専
有
す
べ
き
も
の
、
官
職
は
個
人
の
専
有
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
「
授
位
」
と

「
任
官
」
の
使
い
分
け
が
な
さ
れ
た
理
由
が
あ
る
。
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位
階
と
官
職
の
関
係
を
現
代
に
当
て
嵌
め
て
み
る
と
、
位
階
は
学
位
（
博
士
号
）
、
官
職
は
大
学
教
授
職
（
厳
密
に
は
国
公
立
）
に
相

当
す
る
で
あ
ろ
う
。
学
位
は
個
人
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
人
の
定
年
退
職
後
で
も
、
ま
た
没
後
で
も
本
人
の
も
の
で
あ
る

が
、
教
授
職
は
定
年
が
来
れ
ば
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
位
は
当
人
に
帰
属
す
る
が
、
教
授
職
は
本
人
の
専
有
し
得
ぬ
公
器
で

あ
る
と
言
え
よ
う
か
。

　
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
『
続
紀
』
宣
命
に
は
「
官
を
授
け
る
」
例
が
幾
個
か
見
え
る
。

①
此
官
（
太
師
け
太
政
大
臣
）
野
授
不
給
囮

②
此
藤
原
恵
美
朝
臣
能
大
保
乎
太
師
乃
官
仁
仕
奉
止
授
賜
夫
國

㈲
藤
原
永
手
朝
臣
ホ
右
大
臣
之
官
授
賜
囮

㈲
太
政
官
能
大
臣
方
奉
仕
倍
支
人
乃
侍
坐
時
仁
方
必
其
官
乎
授
賜
物
仁
在
図

　
右
四
例
は
「
官
ヲ
授
ク
（
授
ケ
ズ
）
」
と
い
う
語
法
の
実
例
で
あ
る
が
、
宣
命
で
は
こ
れ
と
並
ん
で
、
「
官
名
十
之
位
ヲ
授
ク
」
と

い
う
語
法
が
見
え
る
。

①
太
政
大
臣
之
位
ホ
上
賜
比
授
賜
國

②
太
政
大
臣
之
位
ホ
上
賜
比
治
賜
久
止
詔
［
國

③
太
政
大
臣
朕
大
師
ホ
法
王
乃
位
授
妹
螂
良
勅
國

㈲
円
興
弾
師
ホ
法
臣
位
授
淋
川
回

⑤
基
真
弾
師
ホ
法
参
議
大
律
師
趾
之
冠
波
正
四
位
上
乎
授
國

⑥
右
大
臣
藤
原
朝
臣
遠
波
左
大
臣
乃
位
授
賜
比
治
賜
圓
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⑦
吉
備
朝
臣
仁
右
大
臣
之
位
授
賜
國

　
右
の
諸
例
は
官
名
（
法
王
・
法
臣
な
ど
は
官
名
と
言
え
る
か
問
題
で
あ
ろ
う
が
）
に
「
ノ
位
」
を
付
し
て
「
授
」
け
る
と
表
記
し
て
い

る
。
直
接
に
「
官
ヲ
授
」
け
る
語
法
も
あ
る
が
、
官
名
に
「
ノ
位
」
を
付
し
て
授
け
る
と
し
た
例
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
授
レ
官
」
と
い
う
語
法
は
宣
命
に
も
数
は
少
な
い
な
が
ら
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
「
授
レ
位
」
が
一

般
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
『
続
紀
』
宣
命
の
第
三
十
六
詔
に
次
の
よ
う
見
え
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　
是
以
朕
師
大
臣
弾
師
能
朕
乎
守
多
比
助
賜
乎
見
礼
方
内
外
二
種
乃
人
等
仁
置
天
其
理
仁
慈
哀
天
過
元
久
毛
奉
仕
龍
殊
駅
念
蘇
政
米
可
多
良
比
魏
捌

　
言
乎
聞
久
仁
是
能
太
政
大
臣
乃
官
乎
授
蛛
榔
流
敢
嘔
靴
棘
馨
念
。
故
是
以
太
政
大
臣
弾
師
能
位
乎
授
蘇
螂
勅
御
命
乎
諸
聞
止
宣
。

　
　
（
8
）

〔
通
釈
〕
わ
が
（
称
徳
女
帝
）
師
大
臣
弾
師
（
道
鏡
）
の
、
朕
を
守
ら
れ
、
助
け
ら
れ
る
の
を
見
る
と
、
出
家
の
者
と
在
家
の
者
と
の
両

方
に
於
て
、
夫
々
の
あ
る
べ
き
道
理
の
通
り
に
慈
み
を
垂
れ
て
、
過
な
く
も
朝
廷
に
お
仕
へ
申
し
上
げ
さ
せ
た
い
も
の
だ
と
思
し
召

し
て
、
そ
れ
ら
の
人
々
に
語
ら
い
仰
せ
ら
れ
る
言
葉
を
聞
く
に
、
こ
の
太
政
大
臣
の
官
を
授
け
申
し
上
げ
る
に
は
、
堪
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
か
と
思
し
召
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
太
政
大
臣
弾
師
の
位
を
授
け
申
し
上
げ
る
と
、
仰
せ
下
さ
れ
る
大
命
を
、
皆
々
承
れ
と
て

宣
べ
聞
か
せ
る
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
太
政
大
臣
の
官
を
授
け
る
な
ら
耐
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
と
危
惧
さ
れ
る
故
、
太
政
大
臣
禅
師
の
位
を
授
け

る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
太
政
大
臣
は
官
で
あ
り
、
太
政
大
臣
弾
師
は
位
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
官
に
は
＝
疋
の
職
掌
が
あ
る
が

（
太
政
大
臣
に
は
令
に
職
掌
の
規
定
が
見
え
な
い
が
）
位
に
は
職
が
伴
な
わ
な
い
と
の
理
由
で
あ
ろ
う
か
。

　
律
令
用
語
と
し
て
は
「
授
位
任
官
」
が
一
般
的
で
「
授
官
」
と
は
言
わ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
通
り
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古代史雑考二題（黛）

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
義
務
・
責
務
と
と
も
に
与
え
る
「
授
」
は
官
を
与
え
る
場
合
の
用
語
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
も
思
わ
れ
る
。
宣
命
に
「
官

を
授
け
る
」
と
い
う
例
が
幾
個
か
見
ら
れ
る
の
は
そ
の
為
で
あ
ろ
う
。
但
、
そ
の
場
合
官
に
は
任
期
が
あ
る
か
ら
任
期
が
尽
き
れ
ば

去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
任
期
一
杯
そ
の
官
を
与
え
る
（
授
け
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
授
レ

官
」
と
は
任
期
を
限
っ
て
官
を
授
与
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
授
官
は
右
の
如
く
任
期
を
限
っ
て
授
け
る
こ
と
と
考
え
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
天
智
紀
入
年
十
月
庚
申
条
に
は
、

　
天
皇
遣
二
東
宮
大
皇
第
於
藤
原
内
大
臣
家
一
授
三
大
織
冠
與
二
大
臣
位
一
。

　
と
あ
っ
て
、
授
け
た
の
は
大
織
冠
（
冠
位
）
と
大
臣
位
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
も
大
臣
（
官
）
で
は
な
く
て
大
臣
位
を
授
け
た
と
い

う
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
的
確
に
説
明
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
官
を
授
け
る
と
は
原
則
と
し
て
言
わ

ず
、
そ
の
場
合
に
は
官
十
位
と
表
現
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
官
に
就
く
に
ふ
さ
わ
し
い
位
階
を
授
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

か
。　

以
上
、
「
授
」
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
考
察
し
た
か
ら
、
次
に
は
そ
れ
と
よ
く
似
た
語
「
賜
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
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三
　
「
賜
」
に
つ
い
て

『
広
辞
苑
』
で
「
賜
」
を
引
く
と
、



古代史雑考二題（黛）

　
た
ま
う
”
マ
〔
給
ふ
・
賜
ふ
〕
　
〔
他
四
〕
目
上
の
者
か
ら
下
の
者
に
与
え
る
。
お
与
え
に
な
る
。
く
だ
さ
れ
る
。

　
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
「
さ
ず
く
」
（
目
上
の
者
か
ら
目
下
の
者
に
与
え
る
。
取
ら
す
）
と
の
違
い
は
全
く
な
い
と
言
っ
て
よ
い

程
よ
く
似
た
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
「
賜
」
と
「
授
」
の
二
語
は
ど
の
様
に
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
を
考
え
る
手
懸
り
と
な
る
の
が
先
掲
持
統
紀
三
年
閏
入
月
丁
丑
条
の
記
事
で
あ
る
。

　
以
二
浄
広
騨
河
内
王
一
爲
二
筑
紫
大
宰
帥
一
。
授
二
兵
侯
一
及
賜
レ
物
。

　
持
統
朝
に
お
け
る
大
宰
帥
の
職
掌
は
明
確
で
な
い
が
、
大
宝
・
養
老
令
制
下
の
そ
れ
と
大
差
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
よ

う
。
と
す
れ
ば
国
防
・
外
交
の
こ
と
は
そ
の
主
要
任
務
で
あ
る
。
「
兵
杖
」
は
そ
の
国
防
の
任
を
果
す
爲
に
与
え
た
の
で
あ
り
、
河

内
王
は
こ
の
「
兵
侯
」
を
も
っ
て
国
防
の
任
を
果
す
こ
と
を
義
務
と
し
て
負
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
大
宰
帥
に
は
国
防
・
外
交
の
他

に
九
国
三
嶋
を
総
管
す
る
と
い
う
重
責
も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
重
責
に
任
ず
る
労
を
稿
う
た
め
に
物
を
賜
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
は

「
授
け
る
」
場
合
と
違
っ
て
何
等
の
義
務
も
伴
な
わ
な
い
、
全
く
の
恩
賜
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
「
賜
」
も
「
授
」
も
と
も
に
目
上
の
者
か
ら
目
下
の
者
に
与
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
与
え
る
こ
と
に
何
等
か
の
義
務
を

伴
な
う
か
否
か
に
両
者
の
相
違
が
あ
る
と
推
知
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
賜
」
と
「
授
」
の
違
い
を
上
記
の
よ
う
に
推
測
し
た
上
で
、
二
語
の
実
例
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
ω
「
賜
衣
」
と
「
授
衣
」

　
　
饗
二
公
卿
等
一
。
伍
賜
二
衣
裳
一
。
（
持
統
紀
六
年
正
月
癸
酉
条
V
　
凡
大
学
国
学
生
、
毎
レ
年
：
…
九
月
放
二
授
衣
假
一
。
（
学
令
）

　
前
者
は
公
卿
等
を
饗
し
、
そ
こ
で
衣
裳
を
賜
う
の
で
あ
る
か
ら
、
恩
賜
で
あ
り
、
何
も
義
務
・
責
務
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
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と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
後
者
の
「
授
衣
假
」
に
つ
い
て
『
律
令
』
（
日
本
思
想
大
系
3
）
の
頭
註
に
は
「
冬
服
を
受
け
る
た
め
の
休
暇
」

と
あ
る
が
、
一
体
、
学
生
は
冬
服
を
受
け
る
た
め
に
何
処
へ
出
頭
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
休
暇
を
必
要
と
す
る
程
遠
方
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
「
授
衣
假
」
と
は
、
元
来
、
学
生
は
冬
服
を
官
給
さ
れ
た
が
、
や
が
て
各
人
が
調
達
す
る
こ
と
と
な
り
、
官
給
は
停
止
さ
れ

た
。
そ
の
代
り
に
学
生
に
冬
服
の
準
備
を
す
る
た
め
の
休
暇
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
「
授
衣
假
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
「
授

衣
」
は
も
と
学
生
に
冬
服
を
官
給
す
る
こ
と
で
あ
り
、
学
生
は
そ
れ
を
着
用
し
て
勉
学
に
励
む
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
。

　
②
「
賜
田
」
と
「
授
田
」

　
前
者
は
別
勅
に
よ
っ
て
賜
う
田
地
で
輸
租
田
。
田
主
は
賜
田
を
賃
租
し
て
地
子
率
十
分
の
二
の
賃
租
料
を
得
た
。
賜
田
は
学
芸
・

戦
功
・
政
績
・
奉
使
等
に
対
す
る
褒
賞
が
多
く
、
田
主
に
は
何
等
の
義
務
も
課
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
後
者
の
「
授
田
」
の
用
例
は
令

に
は
見
え
な
い
が
、
「
田
令
六
年
一
班
条
」
に
「
若
以
二
身
死
一
応
レ
退
レ
田
者
毎
レ
至
二
班
年
一
即
從
二
牧
授
一
」
と
あ
る
か
ら
「
授
レ

田
」
と
い
う
概
念
は
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
受
田
者
は
当
然
な
が
ら
輸
租
の
義
務
を
負
う
が
、
受
田
者
が
課
丁
で
あ
れ
ば
、
租
以
外
に

調
・
庸
・
雑
徳
・
兵
役
等
の
義
務
（
公
民
と
し
て
の
義
務
）
を
負
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
授
田
」
と
は
授
田
者
た
る
国
家
と
受
田
者

た
る
農
民
と
の
間
に
、
口
分
田
の
授
受
を
介
し
て
諸
税
の
賦
課
・
負
担
と
い
う
、
権
利
・
義
務
の
関
係
を
取
り
結
ぶ
行
為
に
他
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
賜
爵
」
と
「
授
爵
」
、
「
賜
賞
」
と
「
授
賞
」
、
「
賜
餐
」
と
「
授
餐
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
微
妙
な

相
違
も
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一14一



四
「
王
賜
」
銘
鉄
剣
に
つ
い
て

古代史雑考二題（黛）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
昭
和
5
1
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
発
掘
調
査
さ
れ
た
千
葉
県
市
原
市
の
稲
荷
台
1
号
墳
か
ら
出
土
し
た
鉄
剣
に
「
王
賜
云
々
」
の
銀

象
嵌
銘
の
あ
る
こ
と
が
同
6
2
年
に
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
未
だ
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
古
墳
は
同
時
に
出
土
し
た
須

恵
器
や
短
甲
の
形
式
な
ど
か
ら
五
世
紀
中
葉
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
築
造
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
表
面
の
「
王
賜
」
の
二
字
が
と
り

わ
け
大
き
く
、
裏
面
の
文
字
よ
り
上
に
位
置
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
剣
が
王
か
ら
の
下
賜
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
も
の
と
推
測
さ

れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
「
王
」
と
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
剣
を
下
賜
さ
れ
た
の
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
「
王
」
と
は
『
宋

書
倭
国
伝
』
に
太
租
の
元
嘉
二
十
年
（
四
四
三
）
に
遣
使
奉
献
し
た
倭
王
済
で
は
な
い
か
と
す
る
説
が
あ
麺
。
済
は
允
恭
天
皇
に
比
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
れ
て
い
る
が
、
近
頃
允
恭
の
存
在
に
注
目
す
べ
き
だ
と
の
説
も
提
示
さ
れ
て
お
り
、
『
書
紀
』
も
在
位
四
十
二
年
と
伝
え
る
な
ど

軽
々
に
看
過
し
得
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
前
王
珍
の
時
に
は
安
東
將
軍
倭
国
王
を
認
め
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
が
、
済
は
始
め
て

使
持
節
都
督
倭
・
新
羅
・
任
那
・
加
羅
・
秦
韓
・
慕
韓
六
国
諸
軍
事
を
加
え
ら
れ
た
。
ま
た
珍
王
の
時
に
は
倭
階
等
十
三
人
に
將
軍

号
が
認
め
ら
れ
た
が
、
済
王
の
時
に
は
二
十
三
人
が
軍
郡
に
除
せ
ら
れ
た
と
い
う
。
済
王
の
時
代
、
宋
朝
の
倭
に
対
す
る
評
価
が
高

ま
っ
た
こ
と
（
ひ
い
て
は
允
恭
の
国
内
に
お
け
る
権
威
の
向
上
）
が
推
測
さ
れ
る
。

　
次
に
、
稲
荷
台
1
号
墳
の
被
葬
者
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
稲
荷
台
1
号
墳
は
養
老
川
下
流
右
岸
の
台
地
上
に
あ
る
。
こ
こ
は
養
老
川

下
流
左
岸
の
姉
崎
を
本
拠
と
す
る
上
海
上
国
造
の
領
域
と
村
田
川
左
岸
菊
間
台
地
を
本
拠
と
す
る
菊
麻
国
造
の
領
域
と
の
中
間
に

あ
り
、
い
ず
れ
に
属
す
る
か
の
判
断
は
難
し
い
が
、
養
老
川
下
流
右
岸
上
総
国
市
原
郡
の
海
部
郷
は
古
代
海
上
交
通
の
要
衝
で
あ
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古代史雑考二題（黛）

り
、
対
岸
の
上
海
上
国
造
は
此
処
を
介
し
て
大
和
王
権
に
結
び
付
い
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
、
稲
荷
台
1
号
墳
の
被
葬
者
も
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
上
海
上
国
造
に
関
係
の
あ
る
人
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
彼
が
大
和
の
王
（
倭
王
済
1
1
允
恭
ヵ
）
か
ら
鉄
剣
を
下
賜
さ
れ
て
、
在
地
支
配
権
を
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
そ
の
こ

と
を
鉄
剣
に
銘
記
し
、
そ
の
権
威
を
人
々
に
誇
示
し
た
の
で
あ
る
。
銘
に
「
王
賜
」
と
あ
っ
て
「
王
授
」
と
な
い
こ
と
は
、
王
が
こ

の
剣
を
与
え
て
何
等
か
の
義
務
を
課
し
た
の
で
は
な
く
、
王
が
恩
恵
と
し
て
（
在
地
首
長
権
の
承
認
）
こ
の
剣
を
賜
与
し
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
彼
が
こ
の
剣
を
ど
う
利
用
し
よ
う
と
、
そ
れ
は
彼
の
自
由
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
「
賜
」
の
本
義
と
い
う
べ
き
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

あ
ろ
う
。
成
務
紀
五
年
九
月
条
に
「
令
二
諸
国
一
、
以
国
郡
、
立
二
造
長
一
、
県
邑
置
二
稲
置
一
。
並
賜
二
盾
矛
一
、
以
爲
レ
表
」
と
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
が
参
考
と
な
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
本
来
「
授
け
る
」
に
ふ
さ
わ
し
い
武
器
・
刀
剣
も
「
賜
う
」
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
類
例

を
二
、
三
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
ω
高
御
産
巣
日
神
、
天
照
大
御
神
、
…
…
以
二
天
之
麻
迦
古
弓
、
天
之
波
波
矢
一
、
賜
二
天
若
日
子
一
而
遣
（
記
上
巻
）
（
「
神
代
紀
下
」

　
も
ほ
寸
同
じ
）

　
②
（
百
済
）
末
多
王
－
－
－
－
－
－
－
使
レ
王
二
其
国
一
侃
賜
二
丘
ハ
器
一
井
遣
二
筑
紫
国
軍
士
五
百
人
一
衛
二
送
於
国
一
。
（
雄
略
紀
二
士
二
年
四
月
条
）

　
ω
は
大
国
主
（
大
己
貴
）
神
と
国
譲
り
の
交
渉
を
さ
せ
る
爲
天
若
日
子
（
天
稚
彦
）
を
葦
原
中
国
へ
派
遣
す
る
際
弓
矢
を
賜
っ
た
と

　
い
う
。
「
授
け
る
」
と
な
い
の
は
弓
矢
の
使
用
（
武
力
討
伐
）
を
義
務
付
け
な
か
っ
た
か
ら
で
、
平
和
裡
に
交
渉
を
成
功
さ
せ
れ
ば

　
よ
し
、
万
一
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
て
必
要
と
あ
ら
ば
使
い
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
賜
与
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
②
は
百
済
の
文
斤
王
の
没
後
、
雄
略
天
皇
は
昆
支
王
の
第
二
子
末
多
王
を
国
王
と
し
、
兵
器
を
賜
い
、
五
百
人
の
兵
士
を
し
て
本
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古代史雑考二題（黛）

国
に
衛
送
さ
せ
た
と
い
う
。
本
国
で
末
多
王
を
認
め
ぬ
者
が
反
抗
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
時
は
賜
っ
た
兵
器
を
も
っ
て
そ
れ

を
討
つ
が
よ
か
ろ
う
と
い
う
の
で
賜
与
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
兵
器
の
使
用
を
予
め
義
務
付
け
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
「
授
」

と
言
わ
ず
「
賜
」
と
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

五
「
玉
主
」
の
訓
み
に
つ
い
て

　
『
万
葉
集
』
巻
第
四
の
六
五
二
番
歌
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
玉
主
ホ
　
珠
者
授
而
　
勝
且
毛
　
枕
与
吾
者
　
率
二
將
宿

　
玉
主
に
　
珠
は
授
け
て
　
か
つ
か
つ
も
枕
と
吾
は
　
い
ざ
二
人
寝
む

　
冒
頭
の
「
玉
主
」
に
つ
い
て
は
「
タ
マ
ヌ
シ
」
と
訓
む
説
と
「
タ
マ
モ
り
」
と
訓
む
説
と
二
説
あ
る
が
未
だ
敦
れ
を
是
と
す
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

決
着
を
見
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
澤
潟
久
孝
『
万
葉
集
注
繹
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
「
玉
主
」
を
類
（
類
聚
古
集
）
に
タ
マ
シ
ヒ
と
し
た
の
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
古
（
古
葉
略
類
聚
紗
）
、
紀
（
紀
州
本
萬
葉
集
）
に
タ
マ
ヌ
シ

と
あ
り
、
西
（
西
本
願
寺
本
萬
葉
集
）
は
タ
マ
の
下
に
青
ヌ
シ
歌
と
し
、
左
に
墨
モ
リ
ィ
と
あ
り
、
陽
（
陽
明
文
庫
本
萬
葉
集
）
は
「
主
」

の
右
の
訓
を
鉄
き
、
京
大
本
な
ど
青
モ
リ
と
し
そ
の
右
に
緒
ヌ
シ
と
し
モ
リ
に
消
す
し
る
し
を
つ
け
て
を
り
、
版
本
は
モ
リ
と
な
っ

て
ゐ
る
。
以
上
記
し
た
と
こ
ろ
で
も
こ
の
訓
を
古
人
も
決
し
か
ね
て
ゐ
た
事
が
推
察
せ
ら
れ
、
ヌ
シ
が
古
い
と
も
モ
リ
が
新
し
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ホ
　
ク
　
　
メ
　
ヌ
シ

も
い
ひ
か
ね
、
雨
訓
が
行
は
れ
て
ゐ
た
や
う
に
、
今
も
断
定
が
困
難
に
思
は
れ
る
。
し
か
し
、
ヌ
シ
の
例
と
し
て
は
「
大
来
目
主
」
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古代史雑考二題（黛）

（
＋
入
・
四
〇
九
四
）
の
如
き
が
あ
り
、
文
字
に
郎
し
た
訓
の
や
う
に
思
は
れ
る
け
れ
ど
、
「
山
主
」
を
「
山
守
」
と
同
じ
く
ヤ
マ
モ
リ

と
訓
ん
だ
と
思
は
れ
る
例
が
前
（
三
・
四
〇
二
）
に
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
こ
の
作
者
と
贈
答
し
た
駿
河
麻
呂
の
作
中
の
も
の
で
あ
る

事
は
、
今
の
訓
を
考
へ
る
上
に
役
立
つ
も
の
と
思
は
れ
る
。
そ
れ
に
玉
の
所
有
者
を
「
玉
ぬ
し
」
と
い
ふ
事
は
尤
も
な
や
う
に
考
へ

ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
ぬ
し
あ
る
花
」
な
ど
い
ふ
言
葉
に
馴
れ
親
し
ん
だ
後
世
の
人
の
解
釈
で
あ
っ
て
、
萬
葉
で
は
さ
う
い
ふ
意
味

に
は
使
は
れ
て
ゐ
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
「
ぬ
し
」
は
右
の
「
大
来
目
主
」
の
用
例
で
も
わ
か
る
や
う
に
、
あ
る
じ
、
主
君
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
チ
モ
リ

ど
い
ふ
意
味
で
、
こ
こ
は
や
は
り
「
山
守
」
や
「
道
守
」
（
五
四
三
）
と
同
じ
く
タ
マ
モ
リ
と
訓
み
、
代
匠
記
に
「
玉
も
り
は
、
玉
を

預
り
て
ま
も
る
も
の
を
い
ふ
。
」
と
あ
る
に
よ
る
べ
き
も
の
か
と
思
ふ
。
し
か
も
そ
の
玉
は
作
者
の
娘
で
あ
り
、
玉
守
は
そ
の
夫
た

る
べ
き
人
で
あ
る
が
、
そ
の
人
を
「
ぬ
し
」
と
云
は
ず
に
「
も
り
」
と
云
っ
た
と
こ
ろ
に
当
時
の
男
女
関
係
に
於
け
る
考
へ
方
が
あ

っ
た
と
云
へ
な
い
で
あ
ら
う
か
。
さ
て
そ
の
玉
守
に
吾
が
い
つ
く
し
む
娘
で
あ
る
玉
は
授
け
て
、
と
云
っ
た
。

（
筆
者
注
。
こ
こ
で
参
考
の
た
め
四
〇
一
・
四
〇
二
を
恥
用
し
て
お
く
。

　
　
大
伴
坂
上
郎
女
宴
二
親
族
一
之
日
吟
謁
一
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
め
ゆ

姐
「
山
守
」
の
あ
り
け
る
知
ら
に
そ
の
山
に
標
結
ひ
立
て
て
結
ひ
の
恥
し
つ

　
　
大
伴
宿
禰
駿
河
麻
呂
即
和
歌
一
首

魏
「
山
主
」
は
け
だ
し
あ
り
と
も
吾
妹
子
が
結
ひ
け
む
標
を
人
解
か
め
や
も
）

一18一

右
は
穏
当
な
説
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
、
上
来
の
考
察
を
踏
ま
え
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

「
玉
主
」
は
大
伴
家
持
、
「
珠
」
は
大
伴
坂
上
大
嬢
、
「
授
」
け
る
の
は
、
こ
の
歌
の
作
者
で
、
家
持
の
叔
母
、

大
嬢
の
母
大
伴
坂



上
郎
女
で
あ
る
。
そ
の
郎
女
が
わ
が
娘
を
「
珠
」
に
讐
え
て
「
玉
主
」
（
家
持
）
に
「
授
け
る
」
と
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
家
持
は
郎
女
に
対
し
て
大
嬢
を
愛
し
、
大
事
に
す
る
こ
と
を
義
務
と
し
て
負
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
男

女
（
夫
妻
）
の
関
係
は
、
封
建
時
代
の
そ
れ
の
よ
う
に
男
（
夫
）
が
女
（
妻
）
を
所
有
し
支
配
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
ほ
．
、
対
等

か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
女
性
上
位
の
こ
と
さ
へ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
「
珠
」
に
醤
え
ら
れ
た
大
嬢
を

授
け
ら
れ
た
「
玉
主
」
（
家
持
）
は
文
字
通
り
「
玉
・
王
」
（
玉
の
所
有
者
）
で
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
郎
女
は
勿
論
そ
れ
を
許
す
ま

い
。
彼
女
は
家
持
が
大
嬢
を
慈
し
み
愛
護
す
る
こ
と
を
強
く
期
待
し
て
「
授
け
た
」
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
考
え
る
な
ら
、
「
玉
主
」

を
「
タ
マ
モ
リ
」
と
訓
む
方
が
穏
当
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
授
く
」
の
本
義
か
ら
は
、
「
玉
主
」
は
「
タ
マ
モ
リ
」

と
訓
む
べ
き
だ
と
結
論
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
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古代史雑考二題（黛）

註

（
1
）
　
笹
山
晴
生
『
日
本
古
代
衛
府
制
度
の
研
究
』
所
収
「
中
衛
府
の
研
究
」
「
授
刀
舎
人
補
考
」
等
の
諸
論
文
お
よ
び
林
陸
朗
『
上
代
政
治
肚
会
の

　
研
究
』
所
収
「
皇
位
継
承
と
親
衛
隊
」
。

（
2
）
　
『
国
史
大
辞
典
1
2
』
ほ
う
お
う
（
法
王
）
の
項
。

（
3
）
　
同
右
9
　
だ
じ
ょ
う
だ
い
じ
ん
ぜ
ん
じ
（
太
政
大
臣
弾
師
）
の
項
。

（
4
）
　
同
右
8
　
だ
い
じ
ん
ぜ
ん
じ
（
大
臣
弾
師
）
の
項
。



古代史雑考二題（黛）

（
5
）
　
同
右
1
2
　
ほ
う
し
ん
（
法
臣
）
の
項
。

（
6
）
　
同
右
1
2
　
ほ
う
さ
ん
ぎ
（
法
参
議
）
の
項
　
な
お
『
続
日
本
紀
索
引
』
（
吉
川
弘
文
館
）
は
法
王
・
太
政
大
臣
弾
師
・
大
臣
弾
師
・
法
臣
・
法
参

　
　
議
を
敦
れ
も
「
官
職
名
」
の
部
に
掲
出
す
る
。

（
7
）
　
繍
嗣
国
史
大
系
2
3
令
集
解
前
篇
』
四
〇
六
ー
七
ペ
ー
ジ
。

（
8
）
　
金
子
武
雄
「
続
日
本
紀
宣
命
講
』
二
九
六
ペ
ー
ジ
。

（
9
）
　
稲
荷
台
1
号
墳
お
よ
び
出
土
鉄
剣
銘
に
つ
い
て
は
「
国
史
大
辞
典
9
』
「
古
代
の
鉄
剣
銘
」
お
よ
び
前
之
園
亮
一
氏
の
談
話
に
依
っ
た
。

（
1
0
）
　
前
之
園
亮
一
「
空
白
の
五
世
紀
　
「
王
賜
」
鉄
剣
は
何
を
語
る
か
」
（
松
尾
光
編
『
古
代
史
は
こ
う
書
き
変
え
ら
れ
る
』
）

（
1
1
）
　
同
「
五
世
紀
の
日
本
と
新
羅
の
短
い
春
」
（
N
H
K
学
園
通
信
講
座
機
関
誌
「
れ
き
し
」
3
9
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

（
1
2
）
　
身
分
の
表
徴
と
し
て
武
器
を
賜
っ
た
例
と
し
て
は
天
智
紀
三
年
二
月
条
に
「
其
大
氏
之
氏
上
賜
二
大
刀
一
。
小
氏
之
氏
上
賜
二
小
刀
一
。
」
が
あ

　
　
る
。
「
王
賜
」
銘
剣
も
こ
れ
と
同
様
の
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
1
3
）
　
い
ま
手
許
に
あ
る
僅
か
な
蔵
書
に
よ
っ
て
も
「
た
ま
ぬ
し
」
と
訓
む
も
の
「
角
川
文
庫
本
」
「
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
本
」
、
「
た
ま
も
り
」

　
　
と
訓
む
も
の
「
万
葉
集
年
表
」
「
沢
潟
万
葉
集
註
釈
」
「
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
本
」
「
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
」
が
あ
る
。
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H
　
「
掃
守
」
小
考

一
　
掃
守
は
神
守

古代史雑考二題（黛）

　
「
掃
守
（
掃
部
）
」
を
「
カ
ニ
モ
リ
」
と
訓
む
こ
と
に
つ
い
て
は
周
知
の
よ
う
に
『
古
語
拾
遺
』
に
次
の
よ
う
な
説
明
説
話
が
見
え

華
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＋

薙
．
襲
蝪
鱗
蝿
・
⊃
・
綴
之
み
婿
め
塁
姫
命
垂
ス
齪
磯
舞
．
警
．
・
ル
ノ
之
・
、
露
・
立
曇
ヲ
．
干
レ
時
・
擢
葡
．
趨
ノ

遜．

ﾙ
矯
醗
．
囑
礎
鰻
魂
麟
響
作
講
・
掃
”
蟹
・
・
伍
・
釜
鋪
聾
、
遂
・
以
・
・
艮
牒
携
ケ
一
・
日
喜
竃
〈
暢
、
．
催

　
　
　
　
カ
ン
モ
リ

謂
コ
ハ
之
ヲ
㊥
㊥
一
者
彼
ノ
詞
之
転
也
。
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ト
　
ヨ
　

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
掃
守
連
氏
の
氏
名
「
掃
守
」
は
元
来
「
蟹
守
（
カ
ニ
モ
リ
）
」
と
訓
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
「
今
の
俗
」
（
『
拾
遺
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
ば
　
　
　
カ
ニ
モ
リ
　
　
う
つ
れ
る
も
の

の
成
立
は
大
同
ニ
ー
1
入
〇
七
年
）
が
こ
れ
を
「
0
0
」
と
謂
う
の
は
「
彼
の
詞
」
（
「
蟹
守
」
）
の
転
　
（
子
音
，
母
音
の
い
ず
れ
か
が
脱
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
）

す
る
か
、
別
の
音
に
変
る
か
し
て
、
以
前
の
語
形
が
別
の
語
形
と
な
る
こ
と
）
で
あ
る
と
い
う
。
今
群
書
類
從
所
収
の
『
拾
遺
』
を
見
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ニ
モ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ニ
モ
リ

と
「
○
○
」
は
「
掃
守
」
と
あ
る
。
こ
れ
で
は
「
今
の
俗
、
⑱
㊧
と
謂
ふ
は
彼
の
詞
（
蟹
守
）
の
転
な
り
」
と
言
う
こ
と
に
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
カ
ン
モ
リ

て
、
註
と
し
て
意
味
を
成
さ
な
い
。
そ
の
処
を
天
理
図
書
館
所
蔵
嘉
緑
本
『
古
語
拾
遺
』
は
「
㊥
㊥
」
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、



古代史雑考二題（黛）

　
　
　
　
　
　
　
カ
ン
モ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ニ
モ
リ
　
う
つ
れ
る

註
は
「
今
の
俗
、
㊥
㊥
と
謂
ふ
は
彼
の
詞
（
蟹
守
）
の
転
な
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
理
解
し
易
い
。
即
ち
冨
三
の
凶
が
脱
落
し
て

冨
巳
白
o
「
凶
が
冨
コ
ー
∋
o
「
凶
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
『
拾
遺
』
成
立
の
頃
、
掃
守
は
「
カ
ン
モ
リ
」
と
訓
ま
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
で
は
、
掃
守
の
訓
は
『
拾
遺
』
の
言
う
通
り
、
元
来
「
蟹
守
（
カ
ニ
モ
リ
）
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
○
守
」
と
い
う
語
は
「
崎
守
」
「
関
守
」
「
道
守
」
「
時
守
」
「
殿
守
」
「
橋
守
」
「
夷
守
」
「
山
守
」
等
そ
の
例
は
多
い
が
、
い
ず
れ

も
「
○
」
を
守
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
人
を
指
す
語
で
あ
る
。
「
橋
守
」
を
漢
語
風
に
記
せ
ば
「
守
レ
橋
者
」
（
壬
申
紀
）
で
あ
り
、
「
時

　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
　
し
ん
て
い

守
」
の
そ
れ
は
「
守
レ
辰
丁
」
（
職
員
令
）
と
な
る
。

し
か
し
、
『
拾
遺
』
に
よ
れ
ば
、
天
忍
人
命
は
海
浜
に
立
て
た
罫
を
蟹
の
侵
入
か
ら
守
・
た
の
で
あ
る
か
ら
・
「
蒸
」
と
呼
ば
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
「
蟹
守
」
で
は
蟹
を
守
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
の
人
を
指
す
か
ら
、
蟹
を
掃
っ
た
と
い
う
説
話
と
は
矛
盾
す
る
こ
と

に
な
り
、
こ
の
説
話
は
遽
か
に
信
用
で
き
な
い
。
こ
れ
は
掃
守
が
「
カ
ニ
モ
リ
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
事
実
と
「
カ
一
こ
に
引
か
れ
て

構
想
さ
れ
た
説
話
に
過
ぎ
ま
い
。
「
カ
ニ
モ
リ
」
が
掃
守
の
元
来
の
訓
で
あ
る
か
否
か
は
頗
る
疑
わ
し
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
こ
で
参
考
の
た
め
「
○
守
」
の
語
を
管
見
の
及
ぶ
限
り
蒐
め
て
次
に
表
示
し
て
置
く
。
（
貞
守
の
如
く
抽
象
的
な
も
の
は
省
い

た
）
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古代史雑考二題（黛）
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右
表
の
中
に
は
、
例
え
ば
、
「
津
守
」
の
よ
う
に
元
来
職
名
で
あ
っ
た
も
の
が
、
氏
名
と
な
り
（
津
守
連
・
宿
称
氏
）
、
ま
た
地
名
と

も
な
っ
た
（
撮
津
国
西
成
郡
津
守
郷
他
）
よ
う
な
例
も
あ
り
、
県
守
・
葦
守
の
よ
う
に
意
味
不
明
な
が
ら
、
人
名
・
地
名
も
あ
り
、
用

法
は
決
し
て
一
様
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
県
守
は
原
始
的
官
職
名
（
県
主
・
稲
置
の
如
く
）
、
葦
（
足
）
守
は
地
形
地

名
か
と
思
わ
れ
る
。



古代史雑考二題（黛）

　
『
拾
遺
』
に
よ
れ
ば
「
カ
ニ
モ
リ
」
か
ら
「
カ
ン
モ
り
」
に
変
化
し
た
と
い
う
が
、
こ
こ
で
参
照
さ
れ
る
べ
き
は
『
華
厳
経
音
義

私
記
』
（
奈
轟
末
）
に
羅
加
尼
波
多
L
と
あ
嘩
『
和
名
抄
・
・
』
（
＋
世
紀
中
期
）
に
「
績
加
無
波
多
」
と
あ
苑
・
と
で
あ
る
．

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
綺
は
「
カ
ニ
ハ
タ
」
か
ら
「
カ
ム
ハ
タ
」
に
変
化
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
掃
守
」
に
つ
い
て
も
『
和
名
抄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

五
』
に
「
掃
部
寮
〈
加
牟
毛
里
乃
豆
加
佐
〉
」
と
あ
る
か
ら
、
「
カ
ニ
モ
リ
」
か
ら
「
カ
ム
モ
リ
」
に
変
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。
綺
と

掃
守
は
い
ず
れ
も
「
カ
ニ
」
か
ら
「
カ
ム
」
に
変
化
し
た
点
は
共
通
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
　
　
か
に
は
た
　
　
　
　
　
（
7
）

　
で
は
、
両
者
の
「
カ
ニ
」
は
同
語
で
あ
ろ
う
か
。
綺
（
カ
ニ
ハ
タ
）
の
語
源
は
斜
行
す
る
蟹
の
機
、
蟹
維
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
『
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
V

名
抄
六
』
山
城
国
相
楽
郡
蟹
幡
郷
の
訓
註
に
「
加
無
波
多
」
と
あ
る
が
、
「
蟹
幡
」
は
文
字
に
即
し
て
訓
め
ば
「
カ
ニ
ハ
タ
」
で
あ

る
。
も
と
「
カ
ニ
ハ
タ
」
が
後
に
「
カ
ム
ハ
タ
」
と
な
っ
た
も
の
で
、
綺
の
変
化
と
軌
を
一
に
す
る
。
「
カ
ニ
ハ
タ
」
の
「
カ
ニ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

は
正
に
蟹
で
あ
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
「
掃
守
」
が
「
蟹
守
」
で
は
あ
り
得
な
い
以
上
、
「
カ
ニ
モ
リ
」
の
「
カ
ニ
」
は
蟹
と
は
全

く
無
関
係
で
あ
る
。
綺
の
「
カ
一
こ
は
蟹
に
由
来
す
る
が
、
掃
守
の
「
カ
ニ
」
は
蟹
と
は
関
係
が
無
く
、
両
者
は
全
く
別
の
語
な
の

で
あ
る
。

　
で
は
掃
守
の
「
カ
ニ
」
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
べ
き
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
出
雲
郡
の
条
に
見
、
え
る
「
加

　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

毛
利
社
」
で
あ
る
。
和
泉
国
和
泉
郡
掃
守
郷
が
中
世
加
守
郷
・
加
守
庄
と
な
っ
た
こ
と
を
参
照
す
る
と
、
「
加
毛
利
社
」
は
元
「
掃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

守
社
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
古
代
に
お
い
て
「
日
野
」
が
「
賓
能
」
「
比
元
乃
」
ま
た
「
海
部
」
が
「
安
末
元
倍
」
「
安

萬
無
樋
」
と
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、
「
加
毛
利
」
も
「
加
元
毛
利
」
と
呼
ば
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
惹
亭
旨
o
ユ
が
閃
鋤
三
白
o
ユ

に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
「
掃
守
」
は
元
々
「
カ
ン
モ
リ
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
転
託
し
て
「
カ
ニ
モ
リ
」
「
カ
モ
リ
」
と
な
り
、
更
に
後
世
は
「
カ
モ
ン
」
と
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古代史雑考二題（黛）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ン
モ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ン
ピ

な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
出
雲
の
「
加
毛
利
社
」
が
、
出
雲
郡
神
守
村
（
現
島
根
県
簸
川
郡
斐
川
町
神
氷
）
に
鎮
座
す
る
と
い
う
（
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

崎
佐
久
次
『
出
雲
風
土
記
砂
』
）
の
も
右
の
推
測
を
裏
書
き
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

　
正
倉
院
文
書
（
天
平
宝
字
五
年
）
「
中
臣
毛
人
等
百
七
人
歴
名
」
中
に
掃
守
浄
足
の
掃
守
を
消
し
て
加
茂
と
傍
書
し
て
い
る
。
掃
守
と

加
茂
は
字
が
似
て
お
ら
ず
、
「
カ
モ
リ
」
と
「
カ
モ
」
と
発
音
が
近
似
す
る
と
こ
ろ
か
ら
誤
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
掃
守
が
「
カ

モ
リ
」
又
は
「
カ
ム
モ
リ
」
と
発
音
さ
れ
た
傍
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
推
考
し
て
、
「
掃
守
（
カ
ニ
モ
リ
）
」
の
原
義
は
「
カ
ン
モ
リ
（
神
守
）
」
で
あ
ろ
う
と
の
結
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。

二
　
神
守
と
神
主

　
で
は
、
神
守
と
は
何
か
。
先
述
の
如
く
「
○
守
」
の
語
は
「
O
」
を
守
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
の
人
を
表
す
。
神
を
守
る
と
は
具
体

的
に
言
え
ば
何
か
。
「
子
守
」
が
「
乳
幼
児
の
世
話
を
す
る
。
面
倒
を
見
る
人
」
で
あ
る
こ
と
を
参
考
す
れ
ば
、
神
守
と
は
神
祇
祭

祀
に
当
り
、
そ
の
設
営
を
す
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
の
人
を
指
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
大
蔵
省
掃
部
司
の
長
官
正
の
職
掌
は

　
掌
二
薦
席
躰
實
苫
及
鋪
設
。
洒
掃
。
蒲
藺
葦
簾
等
事
｝
（
職
員
令
）
で
あ
り
、
宮
内
省
内
掃
部
司
の
正
の
そ
れ
は

　
掌
二
供
御
鉢
狡
畳
席
薦
貧
簾
苫
。
鋪
設
及
蒲
藺
葦
等
事
〕
（
同
右
）

で
あ
る
。
前
者
は
「
朝
廷
諸
行
事
の
設
営
を
担
当
」
し
、
後
者
は
「
宮
中
諸
行
事
の
設
営
を
担
当
」
す
る
か
ら
、
そ
の
職
掌
は
近
似

す
る
。
両
者
に
共
通
す
る
の
は
薦
・
席
・
躰
・
實
・
苫
・
鋪
設
・
蒲
・
藺
・
葦
・
簾
で
あ
る
。

　
薦
は
菰
、
蒋
と
も
記
す
。
『
和
名
抄
＋
四
』
に
「
薦
〈
和
名
古
毛
〉
席
也
」
と
あ
る
。
イ
ネ
科
の
コ
モ
で
織
っ
た
敷
物
。
薦
よ
り
粗
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古代史雑考二題（黛）

い
。
『
延
喜
式
』
四
時
祭
下
に
は
御
巫
奉
斎
神
祭
・
御
門
巫
奉
斎
神
祭
・
生
嶋
巫
奉
斎
神
祭
等
の
料
物
と
し
て
見
え
る
。

　
席
は
薦
で
莚
．
莚
と
も
。
『
和
名
抄
＋
四
』
に
「
莚
〈
和
名
無
之
路
〉
席
也
。
…
…
席
く
訓
同
上
V
薦
席
也
」
と
見
え
る
。
席
は
「
四

時
祭
式
下
」
に
薦
と
同
様
、
巫
奉
斎
神
祭
の
料
物
と
し
て
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
林
は
「
説
文
」
に
「
安
レ
身
之
几
坐
也
」
と
あ
る
。
「
こ
し
か
け
」
「
ね
だ
い
」
の
こ
と
で
あ
る
。
鉢
も
「
四
時
祭
式
下
」
の
御
巫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
か
む
し
ろ

等
遷
替
供
神
装
束
の
中
に
、
ま
た
「
太
神
宮
式
」
の
造
備
雑
物
の
中
に
見
え
る
。
な
お
僧
尼
令
1
7
の
「
床
席
」
は
神
事
と
は
関
係

　
　
　
　
　

が
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ク

　
次
に
、
質
は
『
和
名
抄
＋
』
に
「
賓
〈
板
敷
附
。
…
…
功
程
式
。
板
敷
贅
子
。
須
乃
古
〉
床
上
籍
竹
名
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
も
「
斎

宮
式
」
の
造
備
雑
物
の
中
に
見
え
る
。

　
次
に
苫
は
『
和
名
抄
＋
一
』
に
「
苫
く
和
名
度
萬
V
編
二
菅
茅
一
以
覆
レ
屋
也
」
と
見
え
る
。

　
こ
れ
も
「
臨
時
祭
式
」
に
遣
二
蕃
国
使
一
時
祭
の
料
物
の
中
に
見
え
る
。

　
鋪
設
は
座
席
な
ど
を
設
け
る
こ
と
、
設
営
と
い
う
程
の
普
通
名
詞
で
あ
る
が
、
「
太
神
宮
式
」
に
「
供
二
祭
祀
一
鋪
設
雑
器
」
が
見

え
、
「
斎
宮
式
」
に
「
斎
宮
鋪
設
」
、
「
斎
院
式
」
に
「
冬
料
鋪
設
」
が
見
え
る
。

　
蒲
は
「
大
神
宮
式
」
の
神
宝
廿
一
種
の
中
に
「
蒲
靱
」
「
蒲
一
囲
」
が
見
え
る
。

　
藺
は
「
四
時
祭
式
下
」
に
鎮
魂
祭
の
料
物
と
し
て
「
藺
笥
」
が
見
え
る
。

　
葦
簾
は
「
大
嘗
祭
式
」
の
造
大
嘗
宮
の
条
に
見
え
、
簾
は
「
斎
宮
式
」
年
料
供
物
の
条
に
見
え
る
。

　
以
上
、
掃
部
．
内
掃
部
二
司
の
職
掌
を
通
観
す
る
と
神
事
に
関
係
す
る
も
の
の
多
い
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
朝
廷
・
宮
中
の

諸
行
事
と
言
え
ば
、
神
事
以
外
に
も
一
般
の
公
事
や
仏
事
な
ど
も
あ
ろ
う
が
、
掃
部
・
内
掃
部
二
司
が
設
営
を
担
当
し
た
の
は
主
と
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古代史雑考二題（黛）

し
て
神
事
の
そ
れ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
こ
の
二
司
の
担
当
は
内
外
（
宮
中
と
朝
廷
）
と
異
る
が
、
と
も
に
鋪
設
（
設
営
）

を
担
当
す
る
の
で
、
恒
例
・
臨
時
の
行
事
に
座
を
設
け
る
際
、
互
に
譲
り
合
っ
て
、
や
・
も
す
れ
ば
支
障
を
来
た
す
、
と
い
う
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

で
弘
仁
十
一
（
八
二
〇
）
年
併
合
し
て
掃
部
寮
と
し
、
宮
内
省
の
被
管
と
し
た
が
、
そ
の
掃
部
寮
の
具
体
的
職
掌
を
『
延
喜
式
』
に
よ

っ
て
検
す
る
と
、
若
干
の
仏
事
関
係
が
見
え
る
も
の
の
、
そ
の
大
部
分
は
神
事
に
際
し
て
の
座
の
設
営
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

も
、
掃
守
の
原
義
が
神
守
で
あ
ろ
う
と
の
推
測
が
失
当
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

三
　
神
守
と
神
主
と
掃
守

　
掃
守
の
原
義
が
神
守
で
あ
る
と
し
て
も
、
掃
守
氏
に
は
中
臣
・
忌
部
氏
の
よ
う
に
神
祇
祭
祀
に
関
る
伝
承
は
全
く
伝
え
ら
れ
て
い

な
い
。
こ
れ
は
一
見
不
可
解
な
こ
と
で
あ
る
。

　
令
制
下
の
掃
部
司
・
内
掃
部
司
に
は
伴
部
（
友
造
）
と
し
て
の
「
掃
部
」
が
配
さ
れ
た
。
掃
守
氏
は
「
掃
部
」
の
負
名
氏
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む

が
、
こ
の
「
掃
部
」
は
『
延
喜
式
掃
部
寮
』
奏
御
ト
条
に
「
官
人
使
留
率
二
掃
部
等
一
鋪
二
御
帖
於
殿
中
央
一
」
、
践
酢
大
嘗
会
条
に

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む

「
酉
剋
官
人
已
下
掃
部
己
上
ト
食
人
十
人
。
持
二
御
座
等
物
一
。
自
二
大
嘗
宮
北
門
一
入
。
鋪
二
白
端
御
帖
十
一
枚
。
布
端
御
坂
枕
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ロ

枚
。
於
悠
紀
正
殿
中
央
一
」
、
元
日
供
奉
条
に
「
元
日
供
二
奉
威
儀
一
掃
部
二
人
。
分
別
二
左
右
一
：
・
…
官
人
率
二
掃
部
一
。
昇
二
豊
樂
殿
一

供
二
御
座
一
。
」
な
ど
と
見
え
、
神
事
に
仕
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
何
故
神
守
と
は
記
さ
ず
、
掃
守
（
掃
部
）
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

　
『
万
葉
集
』
巻
四
ー
六
五
二
番
歌
は
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古代史雑考二題（黛）

　
玉
主
ホ
　
珠
者
授
而
　
勝
且
毛
　
枕
与
吾
者
　
率
二
將
宿
（
大
伴
坂
上
郎
女
）

　
と
い
う
も
の
だ
が
、
冒
頭
の
「
玉
主
」
を
「
タ
マ
ヌ
シ
」
と
訓
む
か
「
タ
マ
モ
リ
」
と
す
る
か
、
古
く
か
ら
二
説
が
あ
っ
て
未
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

決
着
を
見
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
準
じ
て
考
え
る
と
「
神
主
」
も
「
カ
ム
ヌ
シ
」
と
も
「
カ
ム
モ
リ
」
と
も
訓
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
。
「
カ
ニ
モ
リ
」
氏
の
原

義
が
「
カ
ム
モ
リ
」
氏
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
「
神
守
」
氏
と
表
記
し
た
の
で
は
「
神
主
」
と
の
別
が
曖
昧
に
な
る
。
神
主
と

は
神
功
皇
后
撮
政
前
紀
に
、

　
皇
后
選
二
吉
日
一
、
入
二
斎
宮
一
、
親
爲
二
神
主
一
。
則
命
二
武
内
宿
称
一
令
レ
撫
レ
琴
。
喚
二
中
臣
鳥
賊
津
使
主
一
、
爲
二
審
神
者
｝
。

　
と
見
え
る
よ
う
に
「
神
を
祭
る
・
王
人
役
」
で
あ
り
、
神
祇
祭
祀
に
当
っ
て
の
主
役
で
あ
る
。
し
か
る
に
「
カ
ム
モ
リ
」
氏
の
職
掌

は
『
掃
部
式
』
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
神
事
に
際
し
て
参
列
者
の
座
席
を
設
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
爲
に
は
祭
祀

　
　
カ
ム
ニ
ハ

の
場
（
壇
所
）
を
予
め
清
掃
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
爲
に
「
カ
ム
モ
リ
」
氏
を
「
神
守
」
と
す
る
と
「
神
主
」
と
紛
ら
わ
し
い
の
で
、

祭
場
の
洒
掃
・
鋪
設
を
・
王
た
る
職
掌
と
す
る
こ
と
を
示
す
爲
に
「
掃
守
」
と
表
記
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
飯
田
季
治
は
そ
の
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
も
り
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

『
古
語
拾
遺
新
講
』
の
中
で
「
掃
守
」
に
つ
い
て
「
其
の
真
の
名
義
は
、
文
字
通
り
掃
守
の
義
（
掃
は
塵
や
落
葉
な
ど
を
掃
き
清
む
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
　
　
　
　
　
　
　
か

こ
と
1
1
即
ち
掃
除
を
云
ふ
。
守
は
監
守
の
意
で
あ
る
。
）
」
と
言
う
が
「
掃
き
」
な
ど
と
訓
む
根
拠
は
不
明
で
附
会
の
説
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。

　
以
上
、
「
掃
守
」
の
原
義
は
「
神
守
」
で
あ
る
が
「
神
守
」
と
表
記
し
た
の
で
は
、
同
じ
く
「
カ
ム
モ
リ
」
と
訓
み
得
る
「
神
主
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ム
ニ
ハ

と
紛
ら
わ
し
い
の
で
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
、
壇
所
の
洒
掃
・
鋪
設
を
担
当
す
る
こ
と
を
示
す
「
掃
守
」
の
字
を
用
い
た
も
の
と
推

考
し
た
の
で
あ
る
。
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古代史雑考二題（黛）

四
　
掃
守
氏
に
つ
い
て

　
次
に
、
「
掃
守
部
（
掃
部
）
」
の
伴
造
氏
族
で
あ
る
「
掃
守
（
掃
部
）
」
氏
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
天
武
十
三
（
六
入
四
）
年
十
二
月
、
掃
部
連
は
宿
称
姓
を
賜
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
掃
守
部
（
掃
部
）
の
総
領

的
伴
造
氏
で
あ
り
、
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
よ
れ
ば
、
河
内
を
本
貫
と
す
る
（
同
国
高
安
郡
掃
守
郷
）
。
な
お
、
同
書
に
よ
れ
ば
、
同
じ
く

河
内
を
本
貫
と
す
る
も
の
に
掃
守
連
・
掃
守
造
の
二
氏
が
あ
り
、
平
安
左
京
に
掃
守
連
、
大
和
に
掃
守
、
和
泉
に
掃
守
首
（
連
）
（
和

泉
郡
掃
守
郷
）
の
諸
氏
が
居
住
し
た
と
伝
え
る
。
こ
れ
ら
の
諸
氏
は
掃
守
部
（
掃
部
）
の
部
分
的
伴
造
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
数
は
か
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

多
い
。
掃
守
氏
・
部
の
分
布
は
右
以
外
に
山
背
（
城
）
・
振
津
・
近
江
・
美
濃
・
越
前
・
伯
書
・
出
雲
の
諸
国
に
も
認
め
ら
れ
る
。

　
一
体
、
こ
の
よ
う
に
掃
守
の
伴
造
氏
族
・
部
民
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
彼
等
の
大
和
政
権
下
で
の
負
担
量
が
大
き
か

っ
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
祭
政
一
致
・
未
分
化
の
時
代
に
は
宮
中
・
朝
廷
に
於
い
て
執
り
行
な
わ
れ
る
神
事
も
そ
れ
な
り
に
多

く
、
從
っ
て
祭
場
の
洒
掃
・
鋪
設
を
担
当
す
る
掃
守
氏
・
掃
守
部
の
負
担
量
は
大
き
く
、
そ
の
為
、
伴
造
氏
族
も
部
民
も
多
く
設
け

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
部
民
は
薦
・
席
・
躰
・
費
・
苫
・
狭
畳
の
制
作
・
貢
納
に
当
り
、
伴
造
は
部
民
を
率
い
て
洒
掃
・
鋪
設
を
担

当
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
蒲
・
藺
・
葦
等
の
苅
り
取
り
、
貢
納
も
部
民
の
義
務
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
掃
守
の
広
汎
な
分
布
は
、
か
つ
て
宮
廷
に
お
け
る
神
事
が
頻
繁
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
掃
守
の
仕
事
量
が
大
き
か
っ
た
こ
と
の
反
映

で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
右
に
挙
げ
た
伴
造
諸
氏
（
掃
守
・
同
宿
称
・
同
連
・
同
造
・
同
首
）
は
『
姓
氏
録
』
に
よ
れ
ば
、
い
ず
れ
も
「
振
魂
命
」
（
或
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古代史雑考二題（黛）

は
そ
の
「
四
世
孫
天
忍
人
命
」
V
を
祀
と
す
る
と
伝
え
る
。
で
は
「
振
魂
命
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
V

全
く
見
え
な
い
が
、
『
旧
事
本
紀
こ
の
「
神
代
系
紀
」
に
見
え
る
。

　
　
　
（
前
略
）

　
　
七
代
綱
生
天
神

　
　
伊
弊
諾
尊

　
　
妹
伊
弊
再
奪

　
　
別
高
皇
産
霰
奪
〈
独
化
天
神
第
六
世
之
神
也
〉

　
　
　
児
天
思
兼
命
〈
天
二
降
信
濃
国
一
阿
智
祝
部
等
祀
〉

　
　
　
（
中
略
）

　
　
次
神
皇
産
霰
奪

　
　
　
児
天
御
食
持
命
〈
紀
伊
直
等
祀
〉

　
　
　
（
中
略
）

　
　
次
津
速
魂
奪

　
　
　
児
市
千
魂
尊

　
　
　
児
興
登
魂
奪

　
　
　
児
天
児
屋
命
〈
中
臣
連
等
租
〉

　
　
　
次
武
乳
遺
命
〈
添
県
主
等
租
〉

と
は
如
何
な
る
神
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
神
は
記
紀
に
は
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古代史雑考二題（黛）

　
　
次
振
魂
尊

　
　
　
児
前
玉
命
く
掃
部
連
等
祀
V

　
　
　
（
後
略
）

　
右
に
よ
れ
ば
諾
・
脅
二
奪
は
ペ
ア
で
一
緒
に
生
れ
た
七
代
目
の
天
神
、
そ
れ
と
は
別
に
独
り
化
生
し
た
第
六
世
の
神
が
高
皇
産
霞

奪
、
次
に
そ
の
御
子
神
が
挙
げ
ら
れ
、
次
に
、
（
同
じ
く
独
り
化
生
し
た
）
神
皇
産
盤
奪
と
そ
の
御
子
神
が
列
挙
さ
れ
、
次
い
で
高
・

神
二
産
籔
尊
と
並
ぶ
（
独
化
天
神
た
る
）
津
速
魂
奪
と
、
三
代
の
喬
神
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
高
・
神
二
産
籔
・
津
速
魂
と
並
ぷ
（
独

化
天
神
と
し
て
）
振
魂
奪
を
挙
げ
、
そ
の
児
前
玉
命
が
掃
部
連
等
の
祖
と
註
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
振
魂
奪
」
は

高
皇
産
験
・
神
皇
産
霊
と
同
じ
く
独
化
の
天
神
で
あ
る
。
高
・
神
二
奪
が
多
く
の
氏
々
の
租
神
と
さ
れ
る
の
に
比
べ
て
、
振
魂
命
は

『
姓
氏
録
』
に
よ
れ
ば
掃
守
諸
氏
及
び
守
部
連
の
祀
神
と
伝
え
、
そ
の
後
喬
氏
族
の
数
は
少
な
い
。

　
で
は
、
「
振
魂
」
は
ど
う
訓
み
、
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
右
に
引
い
た
「
神
代
系
紀
」
に
「
興
登
魂
奪
児
天
児
屋

命
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
応
す
る
の
が
「
神
代
紀
上
」
の
「
中
臣
連
遠
祀
興
台
産
盤
児
天
児
屋
命
」
で
あ
る
。
二
者
を
比
較
す
れ

ば
「
興
登
魂
」
目
「
興
台
産
霰
」
、
即
ち
「
魂
」
1
1
「
産
簸
（
ム
ス
ヒ
）
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
振
魂
」
は
「
フ
ル
タ
マ
」
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

く
（
入
木
造
の
祖
神
布
留
多
摩
乃
命
は
海
神
の
児
で
あ
り
、
振
魂
命
と
は
別
神
）
、
「
フ
ル
ム
ス
ヒ
」
と
訓
ん
だ
こ
と
が
判
る
。
「
ム
ス
ヒ
」
に

「
産
個
昏
腿
」
の
字
を
充
て
て
い
る
こ
と
か
ら
、
万
物
を
生
み
出
す
神
霊
の
は
た
ら
き
を
「
ム
ス
ヒ
」
と
呼
ん
だ
と
思
わ
れ
、
の
ち
に
は
「
ム
ス
ヒ

ノ
カ
ミ
（
ミ
コ
ト
）
」
と
い
う
神
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
ム
ス
ヒ
」
の
神
が
幾
種
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
れ
に

「
タ
カ
ミ
」
「
カ
ミ
」
「
ツ
ハ
ヤ
」
（
語
義
未
詳
）
「
コ
ゴ
ト
」
（
同
上
）
の
よ
う
に
形
容
の
語
を
冠
し
て
区
別
し
た
。
「
フ
ル
」
も
そ
の
一

種
で
、
「
ム
ス
ヒ
」
の
働
き
の
盛
ん
な
さ
ま
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
記
紀
に
造
化
の
神
と
し
て
登
場
す
る
高
皇
産
露
・
神
皇
産
鐘
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古代史雑考二題（黛）

に
対
抗
し
て
造
り
出
さ
れ
た
神
で
あ
ろ
う
。

　
神
祇
祭
祀
を
職
と
す
る
中
臣
連
氏
が
津
速
魂
の
後
育
、
忌
部
首
氏
が
高
皇
産
霰
の
後
喬
で
あ
る
と
す
る
の
に
対
抗
し
て
、
同
じ
く

神
事
に
携
る
掃
守
氏
は
振
魂
命
の
後
喬
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
振
魂
命
を
祀
神
と
仰
ぐ
掃
守
氏
の
同
族
に
守
部
連
氏
が
あ
る
。
「
守
部
」
は
普
通
名
詞
で
は
「
番
人
」
と
言
う
程
の
意
味
で
あ

り
、
從
っ
て
守
部
連
氏
は
何
を
守
る
こ
と
を
職
と
し
た
氏
か
不
詳
で
あ
る
が
、
振
魂
命
を
租
神
と
す
る
氏
は
掃
守
諸
氏
と
守
部
連
し

か
な
い
よ
う
な
の
で
、
守
部
連
氏
も
や
は
り
神
事
に
関
係
し
た
職
業
部
（
守
部
）
の
伴
造
氏
族
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
守
部
連
氏
の
旧
姓
は
鍛
冶
造
で
あ
る
（
『
続
日
本
紀
神
亀
五
年
二
月
癸
未
条
』
）
。
『
新
撰
姓
氏
録
　
河
内
神
別
』
の
条
を
見
る
と
、
同

国
高
安
郡
掃
守
郷
を
本
貫
と
す
る
で
あ
ろ
う
掃
守
諸
氏
（
宿
称
・
連
と
造
氏
）
に
挟
ま
れ
て
守
部
連
氏
が
掲
出
さ
れ
る
か
ら
、
守
部
連

氏
も
、
い
ず
れ
そ
の
近
辺
に
居
住
す
る
鍛
冶
部
の
伴
造
氏
族
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
部
民
と
は
『
木
工
寮
式
』
に
「
鍛
冶
戸
　
左
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む

十
九
姻
　
右
京
五
十
八
姻
　
大
和
国
一
百
二
姻
　
山
城
国
十
姻
　
河
内
国
珊
六
姻
」
と
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
鍛
冶
造
（
部
）
と

神
事
と
の
関
係
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
「
職
員
令
」
に
よ
れ
ば
、
木
工
寮
の
頭
の
職
掌
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
掌
下
営
二
構
木
作
一
。

及
採
レ
材
事
上
」
　
一
口
で
言
え
ば
土
木
建
築
を
担
当
す
る
官
司
で
、
神
事
・
鍛
冶
と
の
関
係
は
全
く
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
み
　
　
す
き

　
し
か
し
、
『
木
工
寮
式
』
を
見
る
と
、
伊
勢
太
神
宮
料
（
鞍
）
・
新
嘗
会
御
ト
料
（
整
・
鋸
）
神
今
食
料
（
林
目
掃
部
寮
に
充
て
る
）
諸
肚

祭
料
（
著
二
幣
吊
一
木
）
等
々
神
事
に
供
す
る
木
．
金
属
製
品
の
製
造
の
こ
と
が
頗
る
多
い
。
し
た
が
っ
て
木
工
寮
に
所
属
す
る
鍛
冶
戸
が
神
事

に
供
す
る
祭
祀
具
の
製
造
に
携
る
こ
と
も
多
か
っ
た
と
推
考
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
旧
姓
鍛
冶
造
の
守
部
連
氏
は
同
族
掃
守
諸
氏
と
同
様
神
事

に
供
す
る
氏
族
で
あ
り
、
掃
守
氏
同
様
に
（
神
）
守
部
氏
と
で
も
言
う
べ
き
氏
で
あ
っ
た
が
、
前
言
し
た
よ
う
に
「
神
守
」
で
は
「
神
主
」

と
紛
ら
わ
し
い
の
で
こ
の
場
合
は
「
守
部
」
と
の
み
表
記
し
て
、
神
祭
に
当
り
、
祭
祀
具
（
金
属
製
品
）
を
調
進
す
る
職
務
を
示
し
た
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の
で
あ
る
。

　
以
上
、
「
カ
ニ
モ
リ
」
の
原
義
は
「
蟹
守
」
で
は
な
く
「
神
守
」
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
れ
を
「
掃
守
」
と
し
た
の
は
、
同
じ
く
「
カ

ム
モ
リ
」
と
訓
み
得
る
「
神
主
」
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
（
中
臣
・
忌
部
の
側
か
ら
の
圧
力
も
あ
っ
た
か
）
で
あ
ろ
う
。
同
族
守
部
連

氏
も
や
は
り
神
事
に
供
す
る
氏
で
、
い
わ
ば
（
神
）
守
部
と
も
称
す
べ
き
氏
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
卑
見
を
述
べ
て
み
た
。

　
　
　
　
註

1413121110987654321
『
群
書
類
従
雑
部
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
刊
、
第
二
十
五
輯
所
収
）
。

『
広
辞
苑
』
の
「
て
ん
〔
転
〕
」
の
項
。

『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
古
代
史
籍
集
』
所
収
。

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
「
か
に
は
た
」
の
項
よ
り
引
用
。

「
倭
名
類
聚
砂
」
巻
十
二
錦
綺
類
。

同
右
巻
五
官
名
。

『
日
本
古
典
文
学
大
系
日
本
書
紀
上
』
補
注
6
1
一
三
。

註
5
と
同
書
巻
六
。

『
日
本
古
典
文
学
大
系
風
土
記
』
に
は
「
斐
川
村
神
氷
の
神
守
に
あ
る
加
毛
利
（
宮
崎
）
神
社
」

『
日
本
歴
史
地
名
大
系
2
8
大
阪
府
の
地
名
H
』
岸
和
田
市
加
守
郷
の
項
。

『
倭
名
類
聚
妙
』
高
山
寺
本
信
濃
国
高
井
郡
日
野
（
郷
）
の
訓
注
。

同
右
東
急
本
の
訓
注
。

同
右
高
山
寺
本
越
前
国
坂
井
郡
海
部
（
郷
）
の
訓
注
。

同
右
東
急
本
の
訓
注
。

の
頭
注
が
あ
る
。
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（
1
5
）
　
『
式
内
肚
調
査
報
告
第
二
十
巻
山
陰
道
3
』
出
雲
国
出
雲
郡
加
毛
利
神
肚
の
項
に
よ
る
。

（
1
6
）
　
『
大
日
本
古
文
書
十
五
（
追
加
九
）
』
＝
二
〇
頁
。

（
1
7
）
　
諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
巻
七
。

（
1
8
）
　
僧
尼
が
私
事
の
訴
訟
の
た
め
、
ま
た
僧
綱
佐
官
以
上
及
び
三
綱
が
衆
僧
の
事
・
功
徳
の
た
め
官
司
に
参
ず
る
と
き
は
床
席
を
設
け
よ
と
の
規

　
　
定
で
あ
っ
て
神
事
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
。

（
1
9
）
　
『
令
集
解
』
五
職
貝
令
内
掃
部
司
条
所
引
弘
仁
十
一
年
正
月
五
日
格
。

（
2
0
）
　
沢
潟
久
孝
『
万
葉
集
註
釈
』
巻
四
な
ど
。

（
2
1
）
　
飯
田
季
治
『
古
語
拾
遺
新
講
』
（
昭
和
十
五
年
　
明
文
肚
）
」
二
入
頁
。

（
2
2
）
　
『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』
『
国
史
大
辞
典
』
佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
等
に
よ
る
。

（
2
3
）
　
鎌
田
純
一
『
先
代
旧
事
本
紀
の
研
究
校
本
の
部
』
入
～
一
一
頁
。

（
2
4
）
　
『
新
撰
姓
氏
録
』
右
京
神
別
下
入
木
造
の
条
。

（
史
学
科
　
教
授
）
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